


はじめに 

 
税理士法第１条には、「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正

な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、

租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図る」として、税理士

の使命が定められています。 
さらに、同法第２条においては、「税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、

１．税務代理、２．税務書類の作成、３．税務相談、を行うことを業とする」

として、税理士業務が定められています。これは無償独占業務といわれるもの

で、有償はもちろんのこと無償であっても税理士だけが行うことができる業務

であり、これに違反した者は税理士法第５２条に基づき処分されることになり

ます。 
このように職業法上の強い権限が与えられているのは、税理士が同法第１条

に基づき納税義務の適正な実現を図るという使命があるからであり、加えて税

理士業務を行うには、税理士会に入会しなければならず、そのためには適正な

登録手続が不可欠であります。 
また、近年、税務に関する専門家としての識見・能力が必要であることはも

ちろんのこと、税理士の社会的役割・社会的要請がますます高まっているとと

もに、それに応え得る資質が求められています。 
本書は、税理士の登録並びに開業にあたって留意すべき事項についてとりま

とめています。「税理士となる資格を有する者」であることと、「税理士」とし

て登録していることとは全く異なることであり、「税理士」となるためには、税

理士名簿に「登録」されなければなりません。 
本書を熟読されて、適正な登録手続と開業準備が円滑に進められることを願

うものであります。 
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